
ＪＲ東海労ニュース

会社は6月9日、85名の社員がＩＣカードを不正使用したとす

る調査結果をマスコミに発表し、同時に監督責任を含め、懲

戒解雇４名、諭旨解雇１人、計119名の処分を行ったことを明

。 、 、らかにしました マスコミの報道によると 85名は関西支社

静岡支社、新幹線鉄道事業本部に所属し、解雇された社員は

通勤手当を支給されていながら定期券を購入せず不正乗車を

繰り返していたとしています。

ＪＲ東海労は、ＩＣカード不正使用の問題に関して、４月2

6日「ＪＲ東海労申第34号」で不正使用の解明と再発防止対策

などを明らかにするよう申し

入れましたが、会社は「付議

事項にあたらない」として業

務委員会の開催を拒否しまし

た。しかし今回の119名の大

量処分の事態に対して、ＩＣ

カードの不正使用は、当該駅

の管理者、各鉄道事業本部、

本社の責任であり、強権的な

社員管理、処分では再発防止

には成らないとする申し入れ

を再度行いました。

会社は早急に、労働組合に

対して、今回の事態を説明し

議論する場を設ける責任があ

るのです。
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ＩＣカード不正使用で119名の大量処分！
社員管理の反映・再発防止に向けて再申し入れ


